
第 5 号議案

 

 

[1]　令和２年度　ＰＴＡ一般会計収支予算

１．収入の部                             　 （単位：円）

本年度
予算額
（Ａ）

前年度
当初予算額
（Ｂ）

 差引増減
(Ａ)－(Ｂ)

 備　　考

5,040,000 5,880,000 △ 840,000
年額6,000円×840人
（４月～１月分割納入）

420,000 420,000 0 入会金1,500円×280人

20,600,000 19,500,000 1,100,000

233,780 243,262 △ 9,482 バザー売上代金等

5,116,220 3,346,738 1,769,482

31,410,000 29,390,000 2,020,000

２.支出の部 （単位：円）

款 項 目 節
本年度
予算額
（Ａ）

前年度
当初予算額
（Ｂ）

 差引増減
(Ａ)－(Ｂ)

備　　考

ＰＴＡ運営費 ＰＴＡ管理費 6,090,000 4,910,000 1,180,000

共 済 費 10,000 10,000 0 労災保険料

賃 金 1,080,000 900,000 180,000 事務職員１名

報 償 費 1,500,000 500,000 1,000,000 ＰＴフォーラム講師謝金

旅 費 700,000 500,000 200,000
ＰＴＡ全国大会等参加旅
費

交 際 費 50,000 100,000 △ 50,000 慶弔費

需 用 費 750,000 900,000 △ 150,000

消 耗 品 費 300,000 400,000 △ 100,000
退職役員記念品代、
事務用消耗品

会 議 費 50,000 100,000 △ 50,000 役員会等飲み物代等

印 刷 製 本 費 400,000 400,000 0 総会資料

役 務 費 400,000 400,000 0
振込み手数料、PTA保険料
等

使用料及び賃
借 料

400,000 400,000 0 進路研修会バス代

備 品 購 入 費 200,000 200,000 0 事務用備品代

模 擬 試 験 収 入

繰 越 金

諸 収 入

模 擬 試 験 収 入

諸 収 入

令和２年度関高等学校ＰＴＡ各会計収支予算（案）

 　款 項

合　　　計

会 費

繰 越 金

入 会 金

会 費



款 項 目 節
本年度
予算額
（Ａ）

前年度
当初予算額
（Ｂ）

 差引増減
(Ａ)－(Ｂ)

備　　考

負 担 金 300,000 300,000 0 ＰＴＡ連合会負担金等

行 事 費 700,000 700,000 0 バザー経費

教 育 振 興 費 24,470,000 23,630,000 840,000

管 理 費 1,570,000 1,830,000 △ 260,000

需 用 費 820,000 1,080,000 △ 260,000

消 耗 品 費 200,000 260,000 △ 60,000
事務用品、体育祭氷、セ
ンター試験激励品代

燃 料 費 100,000 300,000 △ 200,000

印 刷 製 本 費 20,000 20,000 0 皆勤賞状印刷代

修 繕 料 500,000 500,000 0 機材修繕費

役 務 費 500,000 500,000 0
賠償保険・センター試験
案内送料

委 託 料 200,000 200,000 0

助 成 費 50,000 50,000 0

進 路 支 援 費 1,600,000 1,600,000 0

進 路 指 導 費 700,000 700,000 0 土曜講座等指導手当

進 路 図 書 費 900,000 900,000 0 大学入試問題集等図書代

振 興 費 700,000 700,000 0

図 書 館 費 700,000 700,000 0 図書・雑誌代

模 擬 試 験 費 模 擬 試 験 費 20,600,000 19,500,000 1,100,000 模擬試験代金及び監督料

１年生模擬試
験 費

3,100,000 3,000,000 100,000

２年生模擬試
験 費

5,000,000 4,000,000 1,000,000

３年生模擬試
験 費

12,500,000 12,500,000 0

積 立 金 600,000 600,000 0  

環境整備積立
金

600,000 600,000 0 環境整備積立金

予 備 費 予 備 費 250,000 250,000 0  

31,410,000 29,390,000 2,020,000

付帯事項：予算の補正は、実行委員会の承認を得て行うことができる。
予算の流用は、目及び節相互間において会長の承認を得て行うことができ
る。

合　  　　計


